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区　　　　　　分
年 税 額

営 業 用（※１） 自 家 用
（※２）

用

乗

車

総排気量１ℓ以下・電気自動車 7,500円 25,000円 29,500円
　〃　１ℓ超～1.5ℓ以下 8,500円 30,500円 34,500円
　〃　1.5ℓ超～２ℓ以下 9,500円 36,000円 39,500円
　〃　２ℓ超～2.5ℓ以下 13,800円 43,500円 45,000円
　〃　2.5ℓ超～３ℓ以下 15,700円 50,000円 51,000円
　〃　３ℓ超～3.5ℓ以下 17,900円 57,000円 58,000円
　〃　3.5ℓ超～４ℓ以下 20,500円 65,500円 66,500円
　〃　４ℓ超～4.5ℓ以下 23,600円 75,500円 76,500円
　〃　4.5ℓ超～６ℓ以下 27,200円 87,000円 88,000円
　〃　６ℓ超 40,700円 110,000円 111,000円

ク

最大積載量１トン以下 6,500円 8,000円
　　〃　　１トン超～２トン以下 9,000円 11,500円
　　〃　　２トン超～３トン以下 12,000円 16,000円
　　〃　　３トン超～４トン以下 15,000円 20,500円
　　〃　　４トン超～５トン以下 18,500円 25,500円
　　〃　　５トン超～６トン以下 22,000円 30,000円
　　〃　　６トン超～７トン以下 25,500円 35,000円
　　〃　　７トン超～８トン以下 29,500円 40,500円

　　〃　　８トン超 29,500円に８トンを超える部分
１トンまでごとに4,700円を加算

40,500円に８トンを超える部分
１トンまでごとに6,300円を加算

け ん 引 車 小型自動車 7,500円 10,200円
普通自動車 15,100円 20,600円

車
引
ん
け
被 小型自動車 3,900円 5,300円

普通自動車
最大積載量８トン以下 7,500円 10,200円

最大積載量８トン超 7,500円に８トンを超える部分
１トンまでごとに3,800円を加算

10,200円に８トンを超える部分
１トンまでごとに5,100円を加算

車
用
兼
客
貨

）
３
※
（

最大積載量
１トン以下

総排気量１ℓ以下 10,200円 13,200円
　〃　１ℓ超～1.5ℓ以下 11,200円 14,300円
　〃　1.5ℓ超 12,800円 16,000円

最大積載量
１トンを超
２トン以下

　〃　１ℓ以下 12,700円 16,700円
　〃　１ℓ超～1.5ℓ以下 13,700円 17,800円
　〃　１.5ℓ超 15,300円 19,500円

バ
　
　

ス

一般乗合用 そ の 他
乗用定員が30人以下 12,000円 26,500円 33,000円
　　〃　　30人超～40人以下 14,500円 32,000円 41,000円
　　〃　　40人超～50人以下 17,500円 38,000円 49,000円
　　〃　　50人超～60人以下 20,000円 44,000円 57,000円
　　〃　　60人超～70人以下 22,500円 50,500円 65,500円
　　〃　　70人超～80人以下 25,500円 57,000円 74,000円
　　〃　　80人超 29,000円 64,000円 83,000円
総排気量１ℓ以下・電気自動車 20,000円 23,600円
　〃　１ℓ超～1.5ℓ以下 24,400円 27,600円
　〃　1.5ℓ超～２ℓ以下 28,800円 31,600円
　〃　２ℓ超～2.5ℓ以下 34,800円 36,000円
　〃　2.5ℓ超～３ℓ以下 40,000円 40,800円
　〃　３ℓ超～3.5ℓ以下 45,600円 46,400円
　〃　3.5ℓ超～４ℓ以下 52,400円 53,200円
　〃　４ℓ超～4.5ℓ以下 60,400円 61,200円
　〃　4.5ℓ超～６ℓ以下 69,600円 70,400円
　〃　６ℓ超 88,000円 88,800円

◆自動車税種別割年税額一覧表（主なもの）

（※１）営業用とは、通常のナンバープレートが緑色のものです。
（※２）令和元年10月１日以降に初回新規登録を受けた自動車に限ります。
（※３）貨客兼用車とは、トラックのうち最大乗車定員が４人以上のものです。
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軽自動車税環境性能割（市町村税）
　軽自動車の取得に対してかかります。
　令和元年10月１日に、自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割（32ページ）及び軽自動車税環境性
能割が導入されました。

◆納 め る 人
　その市町村内に主たる定置場のある軽自動車（三輪以上）を取得した人に課税されます。（割賦販売等で売
主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。）

◆納 め る 額
　取得価額×税率

（※１）ハイブリッド車自動車を含みます。

◆税 　 　 率 （令和６年１月１日～令和８年３月31日）
軽自動車税環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて下表のとおりになります。

対象自動車 車　両
総重量 排出ガス要件 燃費要件

税率（R5.4.1 ～
R5.12.31）

税率（R6.1.1 ～
R7.3.31）

自家用 営業用 自家用 営業用
電気自動車（燃料電池自
動車を含む） － － －

非課税 非課税
天然ガス自動車 －

平成30年排出ガス
基準適合
または

平成21年排出ガス
基準Nox＋10％低減

－

ガソリン
自動車
（※１）

乗用車 －

平成30年排出ガス
基準＋50％低減

または
平成17年排出ガス
基準＋75％低減

令和12年度燃費基準80％達成
かつ令和２年度燃費基準達成

非課税
非課税

令和12年度燃費基準75％達成
かつ令和２年度燃費基準達成

１% 0.5%
令和12年度燃費基準70％達成
かつ令和２年度燃費基準達成

１% 0.5%
令和12年度燃費基準60％達成
かつ令和２年度燃費基準達成

２%

１%

令和12年度燃費基準55％達成
かつ令和２年度燃費基準達成 ２%

１%
２%

上記以外 ２%

トラック 2.5ｔ以下

平成30年排出ガス
基準＋50％低減

または
平成17年排出ガス
基準＋75％低減

平成27年度燃費基準＋25％達成 非課税

２% ２%平成27年度燃費基準＋20％達成 １% 0.5%

平成27年度燃費基準＋15％達成 ２% １%

令和４年度燃費基準＋５％達成 非課税

令和４年度燃費基準達成 １% 0.5%

令和４年度燃費基準95％達成
２%

１%

上記以外 ２% ２% ２%

対象自動車 車　両
総重量 排出ガス要件 燃費要件

税率（R6.1.1～ 
R7.3.31）

税率（R7.4.1～ 
R8.3.31）

自家用 営業用 自家用 営業用

電気自動車（燃料電池 
自動車を含む） － － －

非課税 非課税
天然ガス自動車 －

平成30年排出ガス 
基準適合 
または 

平成21年排出ガス基準 
ＮＯx10％以上低減

－

ガソリン 
自動車 
（※）

乗用車 －

平成30年排出ガス 
基準50％低減 

または 
平成17年排出ガス 

基準75％低減

令和12年度燃費基準80％達成 
かつ令和２年度燃費基準達成 非課税 非課税

令和12年度燃費基準75％達成 
かつ令和２年度燃費基準達成

１％ ０.５％
１％ ０.５％

令和12年度燃費基準70％達成 
かつ令和２年度燃費基準達成

２％

１％

令和12年度燃費基準60％達成 
かつ令和２年度燃費基準達成 ２％

１％
２％

上記以外 ２％

トラック 2.5ｔ以下

平成30年排出ガス 
基準50％低減 

または 
平成17年排出ガス 

基準75％低減

令和４年度燃費基準105％達成 非課税 非課税

令和４年度燃費基準達成 １％ ０.５％ １％ ０.５％

令和４年度燃費基準95％達成
２％

１％
２％

１％

上記以外 ２％ ２％

（※）　ハイブリッド自動車を含みます。
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◆免税・非課税
・取得価額が50万円以下の軽自動車の取得
・相続による軽自動車の取得
・法人の合併又は分割による軽自動車の取得
・所有権留保付で売買された軽自動車で所有権が売主から買主へ移転した場合の取得
・自動車販売業者から取得のうち、軽自動車の性能が良好でないこと等の理由で取得の日から１か月以内に
その自動車販売業者へ返却した場合
・身体障がい者等の自動車税種別割の減免（36ページ参照）と同様に軽自動車税環境性能割についても、
一定の要件に該当する場合については登録の際に申請すれば減免されます。なお、減免額には上限があり
ます。

◆申告と納税
　軽自動車を取得した人が新規検査、使用の届出などをする場合に、東部県税局自動車税庁舎へ申告し、同
時に納めます。
　軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、県が
賦課徴収を行うこととなっています。
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軽自動車税種別割（市町村税）
　原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人にかかります。
　令和元年10月１日から、軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。

◆納 め る 人
　その市町村内に主たる定置場のある軽自動車などの所有者に課税されます。（割賦販売等で売主が軽自動車
などの所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。）

◆納 め る 額
　軽自動車などの種類、排気量などによって定められています。主なものは次のページ参照。

◆身体障がい者等の減免
　一定の身体障がい者等のために使用する軽自動車などについては、申請により税が減免される場合があります。
詳しくは、市町村税務担当課（68ページ）にお問い合わせください。
※減免を受けることができるのは、自動車税種別割及び軽自動車税種別割を通じて一台です。したがって、
自動車税種別割で減免を受けた方は軽自動車税種別割では減免を受けることはできません。

◆申告と納税
　４月１日現在の所有者に課税され、一般的には４月に市町村から送付される納税通知書により４月末日まで
に納めます。

◆軽自動車などの登録手続き
　軽自動車などの所有権の移転などがあったときには、それぞれの登録をする必要があります。

新車を購入したとき　 　新規登録
中古車を売ったり、買ったりしたとき　 　移転登録
所有者等の住所、氏名等が変わったとき　 　変更登録
車が古くなったりして使わないとき　 　抹消登録

◎登録についてのおたずねは

車　　種 登 録 先 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号

車
動
自
軽

税

軽 自 動 車
徳 島 県
軽自動車協会

〒771－1156
徳島市応神町応神産業団地

1－4
（088）641－2010

小 型 二 輪 車
250㏄超の
オートバイ

軽 二 輪 車
125㏄超250㏄
以下のオートバイ

徳島運輸支局 〒771－1156
徳島市応神町応神産業団地

1－1

050－5540－2074

（登録関係ヘルプデスク）

原動機付自転車
125㏄以下の
オートバイ

各 市 町 村 「市町村税についてのお問い合わせ先」68ページ参照
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